
日医発第 726 号（医経）（健Ⅱ） 

令和５年 7 月 12 日 

都道府県医師会 担当理事 殿 

公益社団法人日本医師会 

常任理事 宮川 政昭 

（公印省略） 

「新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金」の返還に係る

厚生労働省から医療機関へのご連絡について 

貴職におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策に精力的に取り組んでいただき、

誠にありがとうございます。 

「新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金」を申請した医

療機関のうち、既に交付された補助金の額が、実績報告書の金額を上回っている医療機関

については、補助金の返還の手続きが必要となります。 

今般、厚生労働省より、当該補助金の返還にかかる手続きを令和 2 年度分から順次開始

し、厚生労働省より返還対象の医療機関に、メールにて返還額と返還時期の確認等につい

てご連絡を差し上げている旨の連絡がございました。 

当該ご連絡については、対象医療機関全件に一斉に行うものではなく、準備ができたと

ころより順次行われていくとのことです。 

これまでの報道等から、詐欺の懸念をされる医療機関もあると存じますので、本件につ

き医療機関より貴会宛にご照会が来ることも考えられますが、その節は上記ご案内いただ

き、補助金の返還対象に該当するかご確認いただく等のご対応をいただければ幸いです。 

つきましては、貴会におかれましても本件ご了知いただきますようお願い申し上げます。 
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